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特定社会保険労務士　杉山晃浩事務所

〒880-0211
宮崎県宮崎市
佐土原町下田島２００３４番地

特定社会保険労務士　杉山晃浩事務所
行政書士法人　杉山総合法務
合資会社　オフィススギヤマ
労働保険事務組合　晃和会
建設業一人親方組合　職人倶楽部

宮崎助成金サポートセンター
（ http://www.miyazaki-joseikin.com/ ）
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設立：2001年4月
杉山　晃浩　
10名　（※2013年4月1日現在）
労働保険・社会保険手続き、助成金申請、給与退職金制度構築、就業規則、給与計算
開業支援、法人設立、許認可申請、労使トラブル対応（あっせん代理）、遺言・相続、年金
お客様に笑顔を届けよう

事務所地図



特定社会保険労務士　杉山晃浩事務所

代表挨拶

　当グループが宮崎の地に産声を上げて、早や10年を超える年月が
流れました。

　これまで、宮崎県内だけでなく宮崎県外のクライアントのご支援もさ
せていただき、おかげさまで、みなさまから、愛され、頼られる事務所に
成長しました。

　私は一人の経営者として、経営や人事の悩みを経験し、事務所を
築き上げました。今では、素晴らしいスタッフが次々と育ち、組織力を
もって、永続的にクライアントのみなさまのお役に立てるようになりまし
た。

　これからも、経営者の痛みがわかる専門家集団として、当グループス
タッフが一致団結して、クライアントのみなさまに笑顔と安心をお届け
したいと考えています。

私たちは　企業の成長のために　
　　　　　真心を込めて　ご支援いたします

人と企業を結ぶ
　　　ベストパートナーへ

社会保険労務士・行政書士

許認可申請
LICENSING APPLICATION

わたしたちは、建設、産業廃棄物、介護の許認可申
請を行っております。

当グループでは、建設、産業廃棄物、介護分野を得意とし、官公
署に提出する書類の作成、内容の相談、官公署への書類の提出
を行っております。

創業支援

わたしたちは、各分野の専門家と提携し、ワンストッ
プで相談ができるようになっております。

当グループでは、法人設立、創業助成金、採用、管理面、資金
面のご相談にも対応しています。助成金を受給しようとすれば、
開業前にしなければならない手順がたくさんあります。
また、法人と個人では、手順に違いも生じてきます。
特に創業助成金については、多くの実績を持っています。

労務コンサルティング
LABOR CONSULTING

わたしたちは、「労務相談」「就業規則の診断」を通
じて、経営者と社員との「心のかけはしづくり」を
目指します。
企業において労務・人事の問題は切っても切り離せないものです。
労使間のトラブルは、決して他人事ではなく、些細なことから身
近に起こりうるものです。トラブルが生じてからでは多くの時間を
費やすばかりか、社会的信用の失墜、精神的・金銭的な負担を
被ることさえあります。企業の安定的な業績向上は適正な労務管
理が重要です。

助成金
SUBSIDY GRANT-IN-AID

INCUBATION SUPPORT

わたしたちは、「助成金」「経営革新」を通じて、企
業に新しい活力と夢を与える事務所を目指します。

助成金は国から支給される返済不要のお金です。当事務所では、
助成金をはじめとする公的支援策の利用可否診断を無料で実施し
ています。また、厚生労働省の助成金はもちろん、地域に密着し
た独自の助成金や公的支援策の情報を発信しています。
（必要に応じて各分野の専門家をマッチングさせて頂きます。）

労働保険事務組合
LABOR INSURANCE AFFAIRS ASSOCIATION

わたしたちは、「労働保険事務組合」を通じて、経
営者や建設業の一人親方が労災保険（特別加入）に
入ることにより、安心して事業に取り組めるようサ
ポートします。
労働保険事務組合への委託メリットは大きく分けて2点ありま
す。1点目は労働保険料の額に関わらず、労働保険料を3回に分
割納付できることです。２点目は労災保険に加入することがで
きない経営者や家族従事者なども労災保険に特別加入できるこ
とです。

アウトソーシング
OUTSOURCING

わたしたちは、「労働保険・社会保険の手続代行業務」
「給与計算業務」を通じて、企業の成長と安定に貢
献します。
企業経営において労働保険・社会保険の手続き、給与計算業務
は欠かすことのできない業務です。しかし、売上に直結しない業
務に多くの時間を割くことは避けなければなりません。当事務所
では社会保険労務士という専門性を活かし、社員の入社から退社
まで、労働保険・社会保険などの業務、給与計算業務をトータル
的に支援しています。

特定社会保険労務士
　杉山晃浩

助成金などの　

各種無料相談受付中
（要予約）

お気軽にご相談ください。


